
常総市議会だより
227号令和元年11月21日発行

10

喜
見
山
　
明 

議
員

中
村
　
安
雄 

議
員

 

議
員

　
　
平
成
25
年
５
月
、
地
方
公
務
員
法

　
・
地
方
自
治
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
市
役
所
で
働
い
て
い
た
非

常
勤
職
員
及
び
臨
時
職
員
は
、「
一
般

職
非
常
勤
職
員（
地
公
法
第
17
条
）」

　
・
「
臨
時
的
任
用
職
員
（
地
方
公
第

22
条
２
項
５
号
）
」
と
し
て
任
用
し

て
い
た
が
、
新
た
に
「
会
計
年
度
任

用
職
員
」
と
い
う
名
称
で
任
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
令
和
２
年
４
月
１

日
施
行
に
向
け
、
遅
く
と
も
平
成
31

年
２
月
定
例
会
議
ま
で
に
条
例
や
規

則
等
の
制
定
改
正
を
行
い
、
春
か
ら

は
会
計
年
度
任
用
職
員
の
募
集
活
動

が
必
要
だ
っ
た
が
、
現
時
点
で
は
行

わ
れ
て
い
な
い
。
市
の
考
え
方
と
具

体
的
な
取
組
に
つ
い
て
伺
う
。

 

総
務
部
長

　
　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
は
令
和

２
年
４
月
１
日
か
ら
導
入
さ
れ
る
制

度
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け

る
臨
時
職
員
、
非
常
勤
職
員
の
配
置

状
況
や
業
務
内
容
、
勤
務
形
態
を
確

認
し
、
会
計
年
度
任
用
職
員
と
特
別

職
非
常
勤
職
員
と
い
っ
た
職
の
整
理

や
報
酬
の
設
定
を
進
め
、
円
滑
に
制

度
が
導
入
出
来
る
よ
う
、
現
在
、
条

例
等
の
整
備
を
行
っ
て
い
る
。
総
務

省
の
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
導
入

に
向
け
た
事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
で

は
、
２
０
１
９
年
春
ま
で
に
条
例
化

と
い
う
想
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
案
が
出

さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
春
ま
で

に
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
市
と
し
て
は
、

11
月
定
例
会
議
に
条
例
改
正
に
つ
い

て
上
程
す
る
予
定
で
あ
る
。

 

議
員

　
　
平
成
31
年
度
春
か
ら
の
会
計
年
度

任
用
職
員
の
募
集
活
動
の
取
組
に
つ

い
て
尋
ね
る
。

 

総
務
部
長

　
　
新
規
採
用
職
員
や
再
任
用
職
員
の

人
数
を
把
握
し
た
上
で
、
会
計
年
度

任
用
職
員
と
し
て
採
用
す
る
人
数
を

決
定
し
、
従
事
す
る
業
務
内
容
・
賃

金
・
労
働
時
間
な
ど
の
勤
務
条
件
を

明
示
し
、
年
明
け
に
は
広
報
・
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
で
広
く
募
集
を
行
う
予

定
で
あ
る
。

動 画

 

議
員

　
　
一
般
廃
棄
物
の
ご
み
処
理
は
合
併

後
も
水
海
道
地
区
と
石
下
地
区
が
そ

れ
ぞ
れ
広
域
で
処
理
を
し
て
い
る
。

水
海
道
地
区
は
、
常
総
広
域
４
市
で

処
理
を
し
て
い
る
。
焼
却
灰
は
県
内

で
約
70
％
、
県
外
で
約
30
％
が
最
終

処
分
さ
れ
て
い
る
。
現
在
稼
働
中
の

県
内
の
最
終
処
分
場
が
、
あ
と
６
年

程
度
で
終
了
と
な
る
予
定
で
あ
り
、

自
区
内
処
理
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

幸
い
、
菅
生
町
地
内
に
候
補
地
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
議
会
と
執
行
部
が
共

に
協
力
し
、
地
元
関
係
者
の
同
意
を

得
て
、
最
終
処
分
場
建
設
を
進
め
る

べ
き
と
考
え
る
が
、
当
市
の
取
組
に

つ
い
て
問
う
。

 

産
業
振
興
部
長

　
　
現
状
を
鑑
み
、
常
総
地
方
広
域
市

町
村
圏
事
務
組
合
に
お
い
て
、
平
成

23
年
度
か
ら
最
終
処
分
場
の
検
討
委

員
会
を
開
催
し
、
処
分
場
の
在
り
方
、

候
補
地
選
定
の
考
え
方
等
を
検
討
し
、

圏
域
内
に
最
終
処
分
場
の
建
設
候
補

地
を
選
定
す
べ
く
努
め
て
い
る
。

 

議
員

　
　
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
に
つ
い

て
は
、
国
は
自
区
内
処
理
の
方
針
を

打
ち
出
し
て
お
り
、
菅
生
町
の
大
谷

津
地
区
内
に
最
終
処
分
場
を
建
設
す

る
こ
と
で
自
区
内
処
理
が
可
能
と
な

り
、
完
成
後
の
土
地
利
用
に
つ
い
て

も
多
大
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
思
う
。

処
分
場
の
建
設
に
は
時
間
と
多
額
の

予
算
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
４
市
で

協
議
を
進
め
る
考
え
は
あ
る
か
。

 

市
長

　
　
最
終
処
分
場
建
設
問
題
は
重
要
な

案
件
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
先

延
ば
し
す
る
問
題
で
は
な
い
た
め
、

地
権
者
や
近
隣
住
民
の
同
意
を
得
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
予
算
配
分
も
含

め
て
常
総
広
域
全
体
で
積
極
的
に
議

論
し
、
進
め
て
い
き
た
い
。

動 画

常
総
広
域
全
体
で
議
論
し
進
め
て
い

き
た
い

答
弁
答
弁

一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
に
つ
い
て
問
う

答
弁
答
弁

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
取
組
に
つ
い
て

11
月
定
例
会
議
で
条
例
改
正
に
つ
い

て
上
程
す
る
予
定

会計年度任用職員制度：地方自治体における臨時・非常勤職員の任用要件を厳格化し、新たに期限付き任用にすること。用語
解説


